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自転車通行空間整備の現状と課題 

 

１ 自転車通行空間の整備状況 
 板橋区内の自転車通行空間の整備状況は下図に示すとおりとなっています。 

 ガイドライン※に準拠した整備済み区間は、整備形態②（区道24-010 号、23-062 号、

2693 号、2692 号で構成される）の首都高速 5 号池袋線高架下の１区間のみの状況です。 

 その他の区間については、歩道上での視覚的分離、構造的分離で整備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通行空間整備済み区間 

表 整備形態の一覧 

 

ガイドラインに準拠 
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２ 自転車ナビマーク・自転車ナビラインの整備状況 
(1) 自転車ナビルート 

警視庁では、幹線道路における自転車交通の整序化を図るため、一般国道及び都道を対

象に自転車ナビマーク、自転車ナビラインを整備する「自転車ナビルート」を推進してい

ます。 

(2) 駅周辺における自転車ネットワーク 

自転車が集中する駅周辺における自転車交通の整序化を図るため、駅周辺の自転車交通

量が多い道路を対象に自転車ナビマーク等を整備する「駅周辺における自転車ネットワー

ク」を推進しています。 

(3) 整備状況 

国道・都道は区内のほぼすべての道路において整備済みです。区道に関しては、ときわ

台駅周辺、成増駅周辺、志村坂上駅周辺、志村三丁目駅周辺、蓮根駅周辺は、面的に整備

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 警視庁自転車ナビルート設置済み路線 
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３ 自転車通行空間の整備に関する課題 
平成 12(2000)年度に「板橋区・豊島区自転車利用環境整備基本計画」を策定し、計画に

定めたコリドー路線約 25km（上下線の合計値）に対し、自転車専用通行帯と自転車歩行

者道（歩道内で自転車と歩行者の通行帯を分離した道路）を合わせて約 5km の整備を進め

てきました。この計画で、区としての整備は完了したものの、ネットワークとして形成さ

れているとは言えない状況です。 

一方、平成 24(2012)年と同 28(2016)年に示された国のガイドライン※では、「自転車

は『車両』であり車道通行が大原則」と明記されており、これまで自転車歩行者道として整

備された区間については、ガイドラインの主旨を踏まえた見直しの検討も必要です。 

令和２(2020)年１月に実施した WEB アンケートによれば、自転車活用推進のために注

力すべき取組として、「自転車が利用しやすい道路環境の整備」が最も多くの回答者から挙

げられており、道路幅員が国道や都道に比べて狭い区道での整備のあり方についても、工

夫しながら整備を進めて行く必要があります。 

 

 
図 自転車ネットワーク 

出典：板橋区・豊島区自転車利用環境整備基本計画 

 

図 自転車活用推進のために注力すべき取り組み 

出典：板橋区 WEB アンケート（2020） 
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自転車が利用しやすい道路環境の整備

自転車利用者のための案内標示設置やマップ等の情報発信の充実

自動車の違法駐車取り締まりの強化

自転車シェアリングの普及促進、ポートの充実

自転車駐車場の整備、充実

放置自転車対策の推進、強化

障がいの有無にかかわらず誰もが安全に自転車を楽しめる環境づくり

自転車を活用した健康づくりの広報・啓発

企業等の自転車通勤等を促進する取組み

国際的なサイクリング大会等の誘致

サイクリングロード、コースの整備

サイクルバスやサイクルトレインの導入

品質基準を満たした安全性の高い自転車の普及に関する取組み

交通安全意識向上のための啓発及び指導・取り締まりの強化

学校での交通安全教育の推進

社会人向けの交通安全教育の推進

災害時における自転車の活用の推進

その他
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